
◎生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等

の一部を改正する法律 
（平成三〇年六月八日法律第四四号）   

一、 提案理由（平成三〇年三月三〇日・衆議院厚生労働委員会） 

○加藤国務大臣 ただいま議題となりました生活困窮者等の自立を促進するための生活

困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の

概要を御説明いたします。 

 近年、単身世帯の増加や高齢化の進展、地域社会との関係性の希薄化等の中で、生活

保護受給者数は減少傾向にあるものの、高齢の生活保護受給者は増加傾向にあるなど、

生活に困窮する方への多様な支援の必要性が高まることが予想されます。 

 こうした状況を踏まえ、生活保護に至る前の段階における支援を含め、生活に困窮す

る方等の一層の自立の促進を図るため、この法律案を提出いたします。 

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

 第一に、生活困窮者自立支援制度における自立支援を強化します。 

 具体的には、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化を図るため、福祉事務所設

置自治体による就労準備支援事業や家計改善支援事業の実施を努力義務とするとともに、

福祉事務所設置自治体の各部局が生活困窮者を把握したときは、自立相談支援事業等の

利用勧奨を行うよう努めることとします。また、生活困窮世帯の子どもの学習支援事業

において、生活習慣や育成環境の改善に関する助言等を行うとともに、一時生活支援事

業において、その事業を利用していた方や居住に困難を抱える方であって地域社会から

孤立している方に対し、訪問等による日常生活支援を行うことにより、これらの事業の

強化を図ります。 

 第二に、生活保護制度における自立支援の強化と制度の適正な運営の確保を図ります。 

 具体的には、生活保護世帯の子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、大学等への進学の

際に進学準備給付金を支給するとともに、健康管理支援事業を創設し、データに基づい

た生活習慣病の予防など、生活保護受給者の健康管理支援の取組を推進します。また、

医療扶助について、医師等が医学的見地から後発医薬品の使用を問題ないと判断する場

合、その使用を原則化します。 

 加えて、一定の要件に該当する無料低額宿泊所等において、単独での居住が困難な生

活保護受給者に対する日常生活支援を行う仕組みを創設するとともに、無料低額宿泊所

の最低基準を設けること等により、貧困ビジネス対策を強化します。 

 第三に、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、児童扶養手当の支払回

数を年三回から年六回に増加します。 

 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十年十月一日としてい

ます。 

 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。 



 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 

二、 衆議院厚生労働委員長報告（平成三〇年四月二七日） 

○高鳥修一君 ただいま議題となりました生活困窮者等の自立を促進するための生活困

窮者自立支援法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経

過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、所要の措置を講じようとする

もので、その主な内容は、 

 第一に、就労準備支援事業及び家計改善支援事業を実施する努力義務の創設等、生活

困窮者に対する包括的な支援体制を強化すること、 

 第二に、大学等に入学する生活保護世帯の子供に対して、進学準備給付金を支給する

こと、 

 第三に、貧困ビジネス対策として無料低額宿泊所に対する規制を強化すること、 

 第四に、児童扶養手当の支払い回数を年三回から年六回に見直すこと 

等であります。 

 本案は、去る三月三十日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付

託されました。 

 本委員会におきましては、同日加藤厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、四月

四日から質疑に入り、二十四日には、参考人から意見を聴取した後、台東区の無料低額

宿泊所等を視察するなど審査を行い、翌二十五日に質疑を終局いたしました。次いで、

採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年四月二五日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 経済的に困窮する単身者や高齢者の増加、生活保護受給世帯の半数以上を高齢者世

帯が占める現状等を踏まえ、一般の年金受給者との公平性にも留意しつつ、高齢者に

対する支援の在り方を含め、生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度全体の見直し

に係る検討を行うこと。 

二 明らかに過剰な頻回受診の適正化を図るため、最低生活保障との両立の観点を踏ま

えつつも、医療扶助費における窓口負担について、いわゆる償還払いの試行も含めた

方策の在り方について検討を行うこと。 

三 各地方自治体における保護の実施体制については、その質及び量の両面において必

ずしも十分とは言えないのが現状であることに鑑み、本法に定めた生活保護受給者等

に対する支援施策の確実な実施を図るため、地方交付税措置の更なる改善を含む必要

な措置を講ずるよう、検討すること。 

四 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援については、福祉関係者だけでなく教育関



係者等とも緊密な連携が図られるとともに、生活面も含めた包括的なサポートが行わ

れるよう、地方自治体に対する支援の充実を図ること。 

五 一部の生活保護受給者において、ぱちんこ等のギャンブルに過度の生活費をつぎ込

むといった生活保護の目的に反した支出が行われている例があることを踏まえ、家計

管理への支援やギャンブル等依存症に対応した医療機関等との連携を含む適切な助言

や支援の実施を推進すること。 

三、 参議院厚生労働委員長報告（平成三〇年六月一日） 

○島村大君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、都道府県等による生活困

窮者就労準備支援事業等の実施の努力義務化、教育訓練施設に入学する被保護者に対す

る進学準備給付金の創設、住居を設置する第二種社会福祉事業に係る規制の強化、児童

扶養手当の支払回数の増加等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、生活困窮者の定義の明確化及び基本理念創設の意義、生活困

窮者自立支援制度の任意事業の実施割合向上に向けた取組、医療扶助における後発医薬

品の使用を原則化する理由等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いた

しましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局しましたところ、立憲民主党・民友会、日本共産党及び希望の会（自由・

社民）を代表して石橋通宏委員より、医療の給付について、原則として、後発医薬品に

よりその給付を行うものとする生活保護法第三十四条の改正規定を削ることを内容とす

る修正案が提出されました。 

 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より原案に反

対、希望の会（自由・社民）を代表して福島みずほ委員より修正案に賛成、原案に反対

の旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 討論を終局し、順次採決の結果、修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案ど

おり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し、附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年五月三一日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、経済的に困窮する単身者や年金だけでは最低限度の生活を維持できない高齢者の数

が増加し、生活保護受給世帯の半数以上を高齢者世帯が占めるに至った現状等を踏ま

え、単身者や高齢者に対する支援の在り方や、生活困窮者自立支援制度及び生活保護

制度それぞれの理念や目的の達成を確保する観点からの両制度の有機的な連携の在り

方を含め、制度全体の見直しに係る検討を行うこと。 

二、新たに定められる基本理念に基づき、社会的孤立や経済的困窮など多様な理由や生



活環境により自立に向けた支援を必要とする者に対し、生活困窮者自立支援制度が着

実にその役割と機能を果たすよう、改正の趣旨及び目的について関係者や国民への周

知・啓発を徹底すること。また、支援が必要な者をできるだけ早期に適切な支援につ

なげるとともに、断らない相談を実践するためには十分な支援員等の配置やスキルの

向上が必要不可欠であることから、人材確保のための教育・訓練プログラムの拡充を

含む体制整備を行うとともに、そのために必要な予算の確保に努めること。 

三、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業が努力義務化される

ことを受け、両事業に地方自治体が取り組みやすくなるように必要な支援措置を講じ

つつ、今後三年間で集中的に実施体制の整備を進め、全ての地方自治体において両事

業が完全に実施されることを目指すこと。また、一時生活支援事業、子どもの学習・

生活支援事業も含め、各任意事業の実施率を高めつつ、地方自治体間格差の是正を図

りながら、次期改正における必須化に向けた検討を行うこと。 

四、生活困窮者就労準備支援事業については、求職者支援制度を始めとする他の就労支

援関連施策との整合性と連続性を図りつつ、生活安定のために有効な支援のための施

策について更なる検討を行うこと。 

五、支援対象者の社会参加や就労体験・訓練の場をより多く確保し、地域で支える体制

を整備するため、認定就労訓練事業者の認定方法を工夫するとともに、事業者に対す

る優先発注、税制優遇、事業の立上げ支援等の経済的インセンティブの活用や支援ノ

ウハウの提供など、受皿となる団体や企業が取り組みやすい環境を整備すること。 

六、就労支援期間中の講習・企業実習等に要する交通費等の支給や、子どもの学習・生

活支援事業における食事や教材の提供など、支援の効果を高めるための方策について、

運用上柔軟な対応を行うとともに、今後の更なる拡充に向けて検討を行うこと。 

七、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援については、福祉関係者だけでなく教育関

係者等とも緊密な連携が図られるとともに、生活面も含めた包括的なサポートが行わ

れるよう、地方自治体に対する支援の充実を図ること。 

八、生活困窮者自立支援事業の委託契約に当たっては、事業の安定的運営やサービスの

質の向上、利用者との信頼関係に基づく継続的な支援、人材の確保やノウハウの継承

を図る観点から、価格面での競争力や単年度実績のみで評価するのではなく、一定期

間事業を委託した結果として得られた支援の質や実績を総合的に勘案して判断するよ

う、地方自治体に周知徹底すること。また、生活困窮者自立支援制度を担う相談員・

支援員が安心と誇りを持って働けるよう雇用の安定と処遇の改善を図るとともに、研

修の充実などスキルの向上を支援するための必要な措置を講ずること。 

九、各地方自治体における保護の実施体制については、その質及び量の両面において必

ずしも十分とは言えないのが現状であることに鑑み、本法に定めた生活保護受給者等

に対する支援施策の確実な実施を図るため、地方交付税措置の更なる拡充を含む必要

な措置を講ずるよう検討すること。また、地方自治体におけるケースワーカー、就労



支援員などの増員を図るなど、適切な人員体制を確保すること。 

十、後発医薬品の使用の促進は全ての国民が等しく取り組む課題であることを再確認し、

医療扶助に係る後発医薬品の使用に当たっては、患者の心身の状況を踏まえた対応と

なるよう十分に留意するとともに、医師等から生活保護受給者に対し説明が十分に行

われるよう指導を徹底すること。また、医療扶助においては、入院における精神・行

動の障害の占める割合が高いことを踏まえ、その改善に向けた対策を早期に行うこと。 

十一、生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援については、貧困の連鎖を解消し、

教育の機会均等を確保する観点から、更なる改善と拡充に向けて、進学準備段階に必

要とされる支援の在り方や、進学時の世帯の取扱いも含めて早期に検討を行い、給付

型奨学金の検討・実施状況も踏まえ必要な措置を講ずること。また、進学準備給付金

の支給に当たっては、個々の実情に柔軟に対応した支給基準とするよう努めること。 

十二、自立に向けた安定的な暮らしと地域とのつながりを担保できる住居の確保が必要

不可欠であることから、引き続き必要かつ十分な住居の整備に努めるとともに、無料

低額宿泊所に対する規制強化や良質な日常生活支援を提供する仕組みの創設に当たっ

ては、支援関係者の意見を十分に踏まえて最低基準や利用対象者等の制度設計を行う

こと。また、無届施設も含めた防火・防災対策を推進するため、地方自治体において

施設の設置状況、利用者の生活等に係る実態を詳細に把握し、それらの情報が関係機

関に確実に共有されるよう指導を徹底するとともに、施設運営者に対する財政上の措

置を含めた適切な支援の在り方を検討すること。 

十三、生活保護制度は、憲法第二十五条が規定した「健康で文化的な最低限度の生活」

を全ての国民に保障するための最後の砦であることから、生活保護基準の次期改定に

向けて、関係者の意見も踏まえつつ、最低限度の生活水準を下回ることがないよう十

分に留意するとともに、新たな検証方法の開発に早急に取り組むこと。また、憲法が

保障する最低限度の生活を営むために必要な生活費の在り方や、より正確に生活保護

の捕捉状況を把握する方法について検討を行うこと。 

十四、生活保護基準は社会保障、教育、税など様々な施策の適用基準と連動しているこ

とから、平成三十年度の基準の見直しにより生活水準の低下を招かないよう、地方自

治体への周知徹底を含め万全の措置を講ずること。また、生活保護基準の見直しによ

り、保護が受けられなくなった世帯の数や対応状況等の把握に努めること。 

十五、児童扶養手当の支払方法については、隔月支給の実施状況やそれによる効果など

を検証しつつ、将来的に毎月支給とすることも含めて検討すること。 

十六、専門職の資格を取得することがひとり親家庭の自立した生活の確保に資すること

から、高等職業訓練促進給付金等の自立支援給付金について、その利用が促進される

よう周知を強化するとともに、本人の希望や地域の雇用動向を踏まえた資格が取得で

きるよう努めること。 

十七、学校における健康診断の事後措置について、文部科学省と厚生労働省が連携して



家庭に対して必要な受診を促すよう取り組むこと。 

 右決議する。 

 


